
I． は じ め に

平成２３年３月１１日に本県を襲った東北地方太平

洋沖地震（以下，「東日本大震災」という）は，わが

国観測史上最大規模の地震であり，大きな揺れとその

後に続いた大津波により，本県沿岸部を中心にきわめ

て甚大な被害を及ぼした。

このように甚大な被害を被った本県としては，昨年

４月１１日にどのように復興を果たしていくかという

方向性を述べた「宮城県震災復興基本方針（素案）」

を県民に提示した。さらに，わが国を代表する学識経

験者からなる「宮城県震災復興会議」を設置し提言を

得るとともに，県民からの意見を聞きながら，今後

１０年間の復興の道筋を示す「宮城県震災復興計画」を

策定した。

本県を襲った未曾有の大災害から県民と力を合わせ

て復興を成し遂げていくためには，従来とは違った新

たな制度設計や思い切った手法を取り入れていくこと

が不可欠であることから，ふるさと宮城の再生とさら

なる発展に向けて，５つの基本理念を設けている。

１．災害に強く安心して暮らせるまちづくり

２．県民一人ひとりが復興の主体・総力を結集し

た復興

３．「復旧」にとどまらない抜本的な「再構築」

４．現代社会の課題を解決する先進的な地域づく

り

５．壊滅的な被害からの復興モデルの構築

この５つを基本理念に持ちながら，宮城県震災復

興計画を「提案型」の復興計画として策定し，現在，

農業・農村分野においても魅力ある農業・農村の再興

に向けて復旧・復興に取り組んでいる。

そこで，本報では東日本大震災による本県の被災状

況と対応について，農業関係を中心に農地の復旧やが

れき撤去，排水機場の応急復旧状況などを紹介すると

ともに，農地・農業用施設に係る災害対応について初

期の被害調査から災害査定までの１０カ月間の対応の

足跡を報告する。

II． 農林水産関係被害の状況など

東日本大震災は，マグニチュードが９．０という世

界最大級のものであった。

宮城県沖の地震は，３０年以内にマグニチュード

７．５～８．０級の発生確率が９９％以上と予想されていた

が，その規模の想定をはるかに超える地震に見舞わ

れ，甚大な被害が発生した。死者および行方不明者

が，県内で１万人を超える大規模災害となった。

東日本大震災による被害は，津波によるものがほと

んどで，津波の高さは，石巻市鮎川で８．６m，仙台港

で７．２m，三陸沿岸では１５mを超えたといわれてお

り，内陸部への到達距離も最大で６kmに至るなど，

想像を絶するものであった。この大規模な津波で，県

土の４．５％に当たる３２７km２が浸水した。これによ

り，本県農地の約１０％に当たる約１４，３００ha が被害

を受け，今も海水が浸水している農地が存在してい

る。

地震後，沿岸部の地域において，海抜０m以下の

面積は増加しており，震災前の３．４倍に当たる５６

km２となっている。沿岸部を中心に大きく地盤が沈

下し，原形復旧による復興はきわめて困難な状態と

なっている。

次に，東日本大震災の被害の概況であるが，現在，

県全体の被害額は８７，９６２億円となっている。最も被

害額が大きいのは住宅関係の建築物が４８，３９４億円，

次いで道路，河川，海岸などの公共土木施設・交通基

盤施設が１２，６２４億円となっている。

農林水産業の被害額は，農業・林業・水産業をあわ

せて１２，２８６億円となっている。そのうち，農業関連

の被害額は５，１４４億円にのぼり，農地・農業用施設

の被害（表‐１）は３，８１２億円となっている（口絵写真

‐１～４）。

農業全体の被害のうち，津波による被害の割合は約

９割となっており，津波による被害がいかに大きかっ
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たか驚いているところであるが，この被害額は，最近

の本県の農業予算の約１０年分に相当する金額となっ

ている。

III． 生産基盤の復旧に係る対応状況

宮城県の沿岸部地域は，これまで水稲はもとよりイ

チゴやトマトなどの県内有数の園芸産地として発展し

てきた。この地域は東日本大震災で最も被害の大き

かったことから，農業生産の回復に向けて，早期に営

農再開できるように，農業生産基盤である農地・農業

用施設の一日も早い復旧が求められた。

農業生産基盤の早期復旧に対する，これまでの取組

みの一部を紹介する。

排水機場は，沿岸部の基幹的な６９施設すべてが被

災した。排水対策は県民生活や営農再開にも直結する

ので機場の復旧は緊急を要した。まず国から災害応急

ポンプを借り受けるなどの応急措置や既設ポンプの応

急復旧工事により修理を急いだ。

被災した６９施設のうち，影響の大きい主要な５１

施設では，すべてのポンプが稼働あるいは一部のポン

プが稼働しており，現在では震災前の約８割の排水

能力まで回復している状況である。なお，未復旧の機

場においては仮設ポンプを設置して対応している。

また，農地上のがれき撤去（災害廃棄物処理）は約

６，４００ha で実施中であり，平成２４年３月末で完了す

る予定である（口絵写真‐５～６）。

農地復旧は津波で浸水した農地約１４，３００ha のう

ち，約１，１５０ha について昨年の春先に緊急的な除塩

対策を実施し，水稲や大豆の作付けが行われた。

平成２３年度は，平成２４年の作付けに向けて新た

に４，１００ha 程度の農地復旧・除塩対策を実施してい

るところである（口絵写真‐７～８）。

IV． 災害対応の足跡

１． 被害状況調査等

東日本大震災後において，県が行った被害状況の調

査を下記に示す。

・３月１１日 １４時４６分 東北地方太平洋沖地震発

生。マグニチュード９．０，震度７（栗原市）。

・３月１２日 緊急ため池点検として，栗駒ダムほか

１５ダム，ため池１７９カ所で実施。

・３月１２日 各地方振興事務所において，被害調査

を開始。

・３月１３日 激甚災害指定（本激）官報掲載。

・３月１８日 農地・農業用施設および海岸保全施設

に係る災害概要（農地・農業用施設が１０億円を

超え，海岸保全施設が３億円を超える見込み）を

東北農政局長に報告。

・３月２８日 津波被害を含む農地・農業用施設等被

害 額３７９，２８３，０５５千 円（う ち 津 波 被 害

３７５，２３０，０００千円）を公表。この被害報告（第１

報）を東北農政局および東北財務局に報告。

・４月７日 ２３時３２分余震発生。マグニチュード

７．４，震度６強（仙台市，栗原市）。

・７月２７日 津波浸水農地面積等の精査による７月

２０日 時 点 の 農 地・農 業 用 施 設 等 被 害 額

４３２，６０６，９４５千円（うち津波被害額４０８，５９７，９１０

千円）を公表（表‐１）。

２． 応急対策・災害廃棄物対策

・３月１３日 名取地区の排水対策として東北農政局

技術事務所に災害応急ポンプの貸出を要請。

・３月１４日 名取地区に湛水排除用の災害応急ポン

プを設置。その後順次，亘理・山元地区，仙台東

部地区，七ヶ浜地区，松島地区，鳴瀬地区，河南

矢本地区，稲井地区，北上川沿岸地区にも設置。

・３月１７日 農地海岸早川地区（松島町）の堤防応

表‐１ 農地・農業用施設等被害額（平成２３年７月２０日）

（１） 農地・農業用施設

箇所数等 被害額（千円）

【津波区域】
農地（水田・畑）
ダム・頭首工
ため池
用排水路・サイホン
用排水機場（ポンプ）
道路・橋梁

１４，３４１ha
１７カ所
１９カ所
３８５カ所
２９６カ所
７７カ所

２７５，７０５，５００
１，５２８，６００
１，３０１，６００
３５，３２９，９００
５４，６０２，１５０
５１３，０１０

小計 ７９４カ所 ３６８，９８０，７６０

【津波区域以外】
農地（水田・畑）
ダム・頭首工
ため池
用排水路・サイホン
用排水機場（ポンプ）
道路・橋梁

４０９カ所
４３カ所
５６２カ所
１，６７２カ所
３０３カ所
８３４カ所

４０３，１９４
１，２４４，９５０
２，１００，０４２
５，４７５，１３３
１，５８４，３７５
１，４３５，６０２

小計 ３，８２３カ所 １２，２４３，２９６

計 ４，６１７カ所 ３８１，２２４，０５６

（２） 生活環境施設

【津波区域】
集落排水等 ２１カ所 １５，０８５，０００

【津波区域以外】
集落排水等 ８５カ所 １１，７６５，７３９

計 １０６カ所 ２６，８５０，７３９

（３） 海岸保全施設

【津波区域】
海岸堤防 １０２カ所 ２４，５３２，１５０

計 １０２カ所 ２４，５３２，１５０

（４）（１）～（３）の合計

【津波区域】
【津波区域以外】

９１７カ所
３，９０８カ所

４０８，５９７，９１０
２４，００９，０３５

合計 ４，８２５カ所 ４３２，６０６，９４５
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急復旧工事（L＝１６０m）に着手。
・３月２４日 農地海岸大畑浜（鳥の海），吉田砂浜，

須賀海岸地区（亘理町，山元町）の堤防応急復旧

工事に着手。

・３月２８日 亘理町，山元町の農業用排水路と農地

の災害廃棄物処理に試験的に着手。

・３月２９日 農業用排水機場の点検復旧に係る連絡

会議を開催。ポンプメーカー１０社に対して，６９

排水機場の診断復旧状況調査の協力依頼を行い翌

３月３０日から実施。

・４月１５日 市町が実施する農業用排水路と農地の

災害廃棄物処理を緊急的に実施するため，県が代

行して行う委託契約を県と沿岸７市町が締結。

・４月１５日 仙台管内５件，東部管内４件の農業用

排水路の災害廃棄物処理に着手。

・４月２２日 東部管内６件の農業用排水路の災害廃

棄物処理に着手。

・４月２６日 農業用排水機場の応急工事について東

北農政局と打合せ。

・５月 ６日 石巻市大川地区の行方不明者捜索のた

め農業用排水路の災害廃棄物処理に着手。

・５月３１日 ５月末時点の農業用排水機場の復旧状

況（対象６９機場）は，３１機場が応急仮復旧など

で稼働（全台稼働１７機場，一部稼働１４機場）。

・６月６日 仙台管内６件の農地の災害廃棄物処理に

着手。

・６月６日 「排水機場の復旧方針」に係る東北農政

局防災課と打合せ。

・８月３０日 仙台管内４件，東部管内２件の農業用

排水路の災害廃棄物撤去が完了。

・８月３１日 ８月末時点の農業用排水機場の復旧状

況（対象６９機場）は，４７機場が応急仮復旧など

で稼働（全台稼働３２機場，一部稼働１５機場）。

３． 復旧対策の体制および関係機関との調整

・３月１７日 「災害復旧体制」および「被災市町支援

の役割分担」を決定し各地方振興事務所に通知。

・３月１８日 農地・農業用施設災害に係る農村振興

課，農村整備課による２課体制を構築し，横断的

な①応急排水対策，②がれき対策，③用排水機場

応急復旧，④津波被害農地災害査定，⑤測量設

計・GIS，⑥営農関係調整，⑦農地復興検討，⑧

国直轄災害調整，⑨農地海岸復旧対策，⑩集落排

水対策，⑪土地改良区支援対策のチームで対応す

ることを決定。

・４月８日 熊本県農林水産部に１９９９年台風１８号

による不知火海高潮災害に関する農地除塩対策の

資料提供を依頼。

・４月２８日 関係省庁合同による「津波対策検討委

員会」が開催され，海岸保全施設の復旧について

検討（以後，勉強会２回，委員会２回開催）。

・５月１１日 熊本県農林水産部職員来庁，農地除塩

に関する意見交換を実施。

・５月１２日 平成２３年水稲作付けに係る石巻市，東

松島市，仙台市，多賀城市および名取市に係る農

地１，１３９ha の除塩対策について検討。

・５月２７日 亘理・山元農地海岸区域の災害復旧の

対応のため，「特定災害復旧等海岸工事施工要請

書」を農林水産大臣に提出。

・６月１３日 山形県から８名の災害復旧支援職員が

派遣され復旧体制が強化。

・６月２１日 農村振興課，農業振興課および関係す

る地方振興事務所農業農村整備部，農業振興部に

より，津波被災市町ごとの復興計画支援チームを

設置。

・６月２２日 亘理・山元農地海岸区域内の特定災害

復旧等海岸工事について，国が代行で行うことが

決定され，官報に公示。

・７月１日 要請に基づき，山元町，亘理町に農業土

木職員各１名を派遣。

・７月１日 農地・農業用施設災害に係る農村振興

課，農村整備課による２課体制を再構築し，１８

の対策チームにより災害対応。

・９月１日 農林水産省，１７都道県から３２名の災害

復旧支援職員が派遣され，復旧体制がさらに強

化。

・９月９日 宮城県沿岸域現地連絡調整会議において

「宮城県沿岸における海岸堤防高さ」を２２地域海

岸で，新計画堤防高２．６～１１．８mに決定。

・９月２１日 「第９３回宮城県災害対策本部会議」に

おいて「東日本大震災の津波被害に対する農地復

旧の見通し」について公表（農地復旧・除塩対策

対象面積は１３，０００ha，平成２３年度施行面積は

５，２５０ha，平成２４年度以降施行面積は７，７５０

ha）。

・１１月２５日 景観・利用・環境への配慮すべき事項

の検討のため，宮城県沿岸域河口部・海岸復旧に

おける環境等検討委員会開催。

４． 災害査定

・３月１７日 農地海岸堤防応急工事のための査定前

着工に関する東北農政局との協議を実施。

・４月１３日 災害査定の簡素化を図るため，GIS を

活用した標準断面方式による農地復旧について，

東北農政局，東北財務局との協議を開始。

・４月２１日 査定の簡略化（５千万円未満箇所にお
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表‐２ 災害査定結果一覧

査定期間 班数 箇所数 金額（百万円）

平成２３年５月１２日～１２月２８日 ７４ ２，４３３ １１５，４４３

ける総単の使用，３千万円未満箇所における机上

査定の実施，津波被災箇所におけるGIS システム

などを活用した申請図面の簡素化と標準断面によ

る積算の実施）について国より通知。

・５月１２日 第１次災害査定が開始。（１班・４件，

～１３日）

・５月１３日 災害関連農村生活環境施設復旧事業の

農業集落排水施設の査定における財務省協議の金

額が１，２００万円から２０億円に変更。

・５月１８日 「ため池，集落排水，道路，農地」に関

する災害査定申請に関する県内統一方針を各地方

振興事務所へ通知。

・５月２４日 GIS を活用した標準断面方式による農

地復旧について，東北農政局と東北財務局に対

し，現地説明を実施。

・５月３１日 本格的な災害査定実施に際し，査定関

連手続きなどについて各事務所へ通知。

・７月２２日 東北農政局から査定の簡素化を図るた

め，農業集落排水施設の査定方針の提示。

・８月３日 GIS を活用した農地災害の標準断面方式

設計書を農政局，財務局へ提出。

・８月８日 GIS を活用した標準断面方式農地災害査

定の開始。第１０次（３班・９７件，～１２日）。

・８月２２日 除塩事業の災害査定の開始。第１１次

（３班・６４件，～２６日）。

・８月２９日 第１２次（３班・１０８件，～９月２日）。

・９月５日 第１３次（３班・７０件，～９日）。

・９月１２日 第１４次（３班・１１１件，～１６日）。

・９月２６日 第１５次（３班・９１件，～３０日）。

・１０月３日 第１６次（３班・１０７件，～７日）。

・１０月１１日 第１７次（３班・１０９件，～１４日）。

・１０月１７日 第１８次（３班・８４件，～２１日）。

・１０月２４日 第１９次（３班・１３１件，～２８日）。

・１１月７日 第２０次（３班・１６３件，～１１日）。

・１１月１４日 第２１次（４班・２６３件，～１８日）。

・１１月２９日 第２２次（４班・２３５件，～１２月２

日）。

・１２月５日 第２３次（４班・１９１件，～９日）。

・１２月１２日 第２４次（４班・１７５件，～１６日）。

・１２月１９日 第２５次（４班・１３０件，～２２日）。

・１２月２６日 第２６次（３班・４８件，～２８日）。

東日本大震災関係の災害査定が終了し，結果を表‐２

に示す。

V． お わ り に

千年に一度といわれる東日本大震災が発生してから

１０カ月となる。発災後から今日まで全国の皆様から

御支援をいただき，深く感謝申し上げる。

また，早期復旧のため日夜努力されている工事関係

者などの皆様に対して感謝の念をあらわすところであ

る。お陰様で，膨大な災害査定業務も昨年１２月２８

日をもって終了でき，その後の復旧も着実に進んでい

る。最後に，今後は地震発生後からの対応で見えてき

た課題を解決しながら，本県の農業・農村の再生・発

展にむけて，復旧・復興に全力で取り組んでまいりま

すので，全国の皆様方の，なお一層のご支援を賜りま

すようお願い申し上げる。

〔２０１２．１．３０．受稿〕

雫石 和男 略 歴
１９５２年 宮城県に生まれる

１９７３年 宮城県入庁

２０１１年 宮城県農林水産部農村整備課

現在に至る

佐々木秀夫
１９５８年 宮城県に生まれる

１９８３年 宮城県入庁

２００９年 宮城県農林水産部農村整備課

現在に至る

廣野 修
１９６０年 山形県に生まれる

１９８５年 宮城県入庁

２０１０年 宮城県農林水産部農村整備課

現在に至る

（正会員）

（正会員）
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